
～農業に従事されている方は広く加入できます！～
　60歳未満の国民年金第１号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く。）であって
年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族
農業従事者の方も加入できます。

農業者年金の保険料は2万円～6万7千円の間で（千円単位で）加入者が自由に
選択できます。また、保険料の額はいつでも見直しできます。
　加入期間が短くても保険料を増やすことで豊かな老後に備えることができます。
※脱退も自由ですが、脱退された場合でも脱退一時金としてではなく、将来、年金として支給されます。

独立行政法人農業者年金基金
電話（03）3502-3199（相談員）　FAX（03）3502-3942（企画調整室）お問い合せ先

詳しくは・・・
農業者年金基金 検索

ホームページ
https://www.nounen.go.jp/

月々の保険料を増やすことで将来の支給額を増やせます

お問い合せ先　鏡野町まちづくり課　担当：友保・須田　電話（０８６８）５４-２９８２

●2020年（令和2年）農林業センサスは、国内の農林業の生産構造や就業構造の実態を明らかにする
ことを目的に、5年ごとに実施する農林業に関する最も基本的かつ重要な統計調査です。

●調査は、農家や林家、会社や集落営農組織など農林業を営んでいる全国の様々な農林業経営体が
対象となり、2月1日時点で実施します。
　調査の結果は国や市町村の農林業行政の推進に活用されています。

●調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用することは絶対に
ありません。

●調査員が対象者宅にお伺いしますので、お忙しいところまことに恐縮ですが、調査の趣旨をご理解
いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

　なお、オンラインによる回答も可能ですので、詳細は調査員にお尋ねください。
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